
令和７年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
住宅課  

１ 施設の概要等 

施  設  名 県営城東住宅外14住宅（15住宅1,923戸） 

所  在  地 福山市本町外 

設 置 目 的 

県民が健康で文化的な生活を営むことができるように、住宅に困窮する低額所得者等（低所得者、

高齢者、障害者等）を対象とした住宅を整備し、低廉な家賃（支払可能）で提供して居住の安定

を確保することにより、県民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する。 

施 設 ・ 設 備 15住宅1,923戸 

指 定 管 理 者 

5期目 R7.4.1～R12.3.31 （株）東急コミュニティ― 

4期目 R2.4.1～R7.3.31 （株）東急コミュニティ― 

3期目 H27.4.1～R2.3.31 堀田・誠和共同企業体 

2期目 H22.4.1～H27.3.31 堀田・誠和共同企業体 

1期目 H19.4.1～H22.3.31 山陽土建工業（株）・山崎建設（株）共同企業体 

 

２ 施設利用状況 

利用 

状況 

年度 管理戸数 
政 策 
空家数 

入居戸数 増減 
政策空家除 
入 居 率 

５期 R7 1,923戸 620戸 1,100戸 △167戸 84.4％ 

４期平均R2～R6 2,175戸 649戸 1,267戸 △307戸 83.0％ 

３期平均H27～R1 2,207戸 476戸 1,574戸 △288戸 90.9％ 

２期平均H22～H26 2,212戸 99戸 1,862戸 △116戸 88.1％ 

１期平均H19～H21 2,217戸 23戸 1,978戸 △57戸 90.2％ 

H18（導入前） 2,233戸 36戸  2,035戸 ― 戸 92.6％ 

増減 

理由 

入居戸数の減は、建替等の事業を推進するため入居募集の停止、高層階への入居希望者の減少、利便性が

低い等の理由によるものである。 

 

３ 利用者ニーズの把握と対応 

調査 

実施 

内容 

【実施方法】 【対象･人数】 

修理要望・苦情・相談等を、電話により 24 時

間体制で受け付けているほか、平日の日中は事

務所等での面談対応も行っている。 

管理している県営住宅の住民・入居応募者 

【主な意見】 【その対応状況】 

水道等各種設備の修理要望 修理内容の状況に応じて対応を実施。 

住民同士のトラブル 
基本的には住民間・自治会で対応すべき旨を伝えたうえ

で、可能な対応を実施。 

 

４ 県の業務点検等の状況 

項 目 実績 備 考 

報告書 

年度 ○ 事業報告書 

月報 ○ 月次業務報告書 

日報（必要随時） ○ 随時 

管理運営会議（県営住宅使用料等

滞納整理対策協議会、県営住宅管

理担当者会議）） 

【特記事項等】 

①快適な住居環境の維持及び向上、②管理業務の効率化、③入居者ニーズの把
握、④長寿命化などに努め、概ね計画どおりの実績を上げた。 

【指定管理者の意見】 

県営住宅入居者の良好なコミュニティ形成のバックアップ及び、入居希望者へ
のより豊富かつ的確な住宅情報の提供を目指し、順調な管理を行っている。 

【県の対応】 

設置目的を達するよう指定管理者を指導している。 

現地調査（R7.12月に実施） 

現地実地調査（随時） 



５ 県委託料の状況                            （単位：千円） 

県委

託料 

（決算額） 

 

年度 金額 対前年度増減 

料金

収入 

（決算額） 

 

年度 金額 対前年度増減 

5期 R7 193,106   △1,654 

該当なし 

4期平均R2～R6 194,760 30,479 

3期平均H27～R1 164,281   2,088 

2期平均H22～H26 162,193   △2,523 

1期平均H19～H21 164,716 ―   

 

６ 管理経費の状況                            （単位：千円） 

項  目 R7決算額 R6決算額 前年度差 主な増減理由等 

委 
託 
事 
業 

収 
 
入 

県委託料 193,106 217,314 △24,208 非定期修繕費等の減 

料金収入 0 0 0  

その他収入 0 0 0  

計(Ａ) 193,106 217,314 △24,208  

支 
 
出 

人 件 費 36,173 34,164 2,009 人件費単価の増 

光熱水費 0 0 0  

設備等保守点検費 17,610 17,029 581 昇降機保守管理費の増 

清掃・警備費等 5,453 5,453 0  

施設維持修繕費  102,972 131,479 △28,507 非定期修繕費等の減 

事務局費 30,898 31,593 △695 通信運搬費等の減 

その他 0 0 0  

計(Ｂ) 193,106 219,718 △26,612  

収支①(Ａ-Ｂ) 0 △2,404 2,404  

自 
主 
事 
業 
（※） 

収 入(Ｃ) 0 0 0 
 

支 出(Ｄ) 0 0 0 

収支②(Ｃ-Ｄ) 0 0 0  

合計収支（①+②） 0 △2,404 2,404  

 

 ※ 自主事業：指定管理者が自らの責任で、更なる施設サービスの向上のために提案・実施する事業 

  



７ 管理運営状況 

項目 
指定管理者 

（事業計画、主な取組、新たな取組など） 
県の評価 

施
設
の
効
用
発
揮 

○施設の設置目 
的に沿った業 
務実績 

 
○業務の実施に 
よる、県民サ 
ービスの向上 

 
○業務の実施に 
よる、施設の 
利用促進 

 
○施設の維持管 
理  

県営住宅の設置目的、特徴を理解し公正・公
平な住宅管理を実施した。 
入居者にとって快適な管理を遂行するため、

各種研修により、適切な人材の育成を行ってい
る。 
県営住宅をホームページでＰＲし、申込資格

や収入基準等の情報を提供している。また各種
申請書類をダウンロード可能としサービス向上
を図っている。 
各団地の自治会長名簿を整備し、平素からコ

ミュニケーションを図り、円滑な業務実施がで
きるように配慮している。 
施設の老朽化などに伴う修繕・点検業務にお

いては、計画的に、あるいは入居者からの連絡
等により、適切に実施した。 

事業計画に基づき、施設の維持管理を行
い、入居者対応や各種手続き等を適切に行っ
ている。 
多様な入居者に対して、それぞれの要望に

あった適切な対応により、サービス向上を図
っている。 
修繕については、計画修繕、一般修繕を適

切に行い、入居者の住環境の維持・改善を図
っている。 
 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎 

○組織体制の見 
直し 

 
○効率的な業務 
運営 

 
○収支の適正 

業務の受付体制においては、警備保障会社の
サービスを利用し、時間外においても電話転送
機能により、担当者が対応できる体制をとって
いる。 
また、緊急時においても24時間対応できる

よう緊急連絡一覧表・緊急連絡網を整備し、対
応できる体制をとっている。 
一定金額以上の修繕について、複数見積を実

施し、単価の抑制を図り、経費の削減に取り組
んでいる。また、空家修繕においては、地域や
時期を調整し、一括発注をすることにより、工
期や経費の減少を図っている。 

指定管理業務について、委託料の範囲内で
適正に実施している。施設の保守・維持管理
には民間のノウハウを活用して実施してい
る。また、創意工夫することにより、サービ
ス水準を維持しつつ、経費の縮減に取り組ん
でいる。 
執行体制については、事業計画に基づき、

適切な体制となっている。また、時間外にお
ける火災等の緊急時の場合でも、24 時間体
制の電話受付など、迅速な対応ができる体制
となっている。 

総 括 

快適な居住環境の維持及び向上を図るため
に、自治会総会や巡回点検時などあらゆる機会
を利用し、入居者との情報交換に努めている。 
また、入居応募者への対応も公営住宅制度を

厳守し、的確かつ迅速に処理している。 

施設の維持管理業務のため、定期的な巡
視点検、保守点検を実施するとともに、こ
れらの点検等を通じて施設の状況把握に努
めている。また、緊急時の対応等について
も、必要性等を考慮しつつ、着実に実施し
ている。 

 

 

８ 今後の方向性（課題と対応） 

項目 指定管理者 県 

短期的な対応 

(令和８年度) 

適切な県営住宅の管理運営を行う。 ○適切な管理運営が行われるよう引き続き指

導を行っていく。 

○建替え事業に伴う移転等を適切に実施す

る。 

中期的な対応 

施設の老朽化に伴い、計画的な修繕が必要

となっており、県と連携して実施する。 

少子高齢化や人口減少等、社会経済情勢の

変化を踏まえ、計画的な維持管理等を図り、適

正な供給水準を確保する。 

 

 

 

 

 

 


